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オバマケアの
健康保険に入った

　今回は、ここ数年何かと日本でもニュース
になった「オバマケア」についてお話します。
なぜかというと、約１年を要した私と私の家
族がオバマケアに入るまでの経過が面白いと
思えるからです。
　オバマケアはアメリカの健康保険制度改革
の通称で、オバマ大統領が公約に掲げ、揉め
に揉めたあげく法制化されました。正確には
Patient Protection and Aff ordable Care Act
という名前の法律です。
　アメリカの健康保険には日本の国民健康保
険にあたるものはありません。おおざっぱに
言うと、アメリカは自由の国ですから、健康
保険に入るのも入らないのも自由なのです。
　ところが「自由」を前提としたこの健康保
険システムが、医療費の高騰や景気の変動な
どの理由によって十分に機能しなくなってき
てしまいました。医療費の上昇に伴って上が
った保険代に経済的に耐えられなくなり、健
康保険を持たない人の数が増え続けたので
す。そこをなんとかしようとオバマ政権が打
ち出したのが、オバマケアだったわけです。
　とは言っても、オバマケアという名前の、
国民全員が入れる日本のような国民皆健康保
険ができたわけではありません。オバマケア
の骨子は、廉価で購入しやすい保険を民間の
保険会社に提供させる一方で、低所得者に経
済的補助を与えるとともに健康保険に加入し
ていない人に罰金を課すことで加入を促す点
にあります。対象となる人は、会社ごと加入
するグループ保険に入っていない人、つまり
規模が小さくて健康保険を提供していない会
社に勤めている人だとか、個人事業主の形を

とって働いている人になります。
　昨年、私の事務所では大幅な組織の変更が
あり、私はグループ保険を抜けてしまいまし
た。健康保険は医療費の高いアメリカでは大
事なものですので、すぐさまオバマケアの下
で販売されている健康保険に入ろうとしまし
た。しかし、この手続きが複雑なのです。
　保険加入のプロセスをごく簡単に言うと…
まず、各州政府が健康保険を販売するウェブ
サイト（マーケットプレイス＝保険取引所と
呼ばれています）に行って、自分と家族の個
人情報を送信します。すると「あなたが加入
できる保険はこの会社のこれとこれ、あの会
社のこれとこれ」といった具合に候補が出て
きます。そして、その候補の中から１つの保
険を選んでお金を払います。
　それだけです。簡単だ、と最初は思いまし
た。しかし、実際に自分でやろうとすると実
に難しいのです！なぜかというと…
　まず、新規加入できる時期が11月から１月
までに限られています。この時期以外に加入
できるのは、失業、結婚、離婚、引越しとい
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った大きな人生の変化が起こった人だけで
す。わかってしまえば単純なことなのです
が、それがわかるまでに相当な紆余曲折を経
ました。
　四苦八苦やっているうちに、それまで入っ
ていたグループ保険の内容を継続できる
COBRA（コブラ）という制度があることが
わかりました。COBRAの価格は割高なので
すが、我が家には小さな子供が３人いるの
で、あれこれ悩んだりする時間的余裕があり
ません。思い切ってCOBRAに乗っかり、そ
れまでと同じ内容の健康保険を使うことにし
ました。とりあえずは、これで一安心となり
ました。
　11月になり、オバマケアへの加入手続きを
インターネットで始めました。しかし、今度
は大丈夫と思ったのですが、そうはなりませ
んでした。「加入できる保険はこの会社のこ
れとこれ、あの会社のこれとこれ」などと候
補がたくさん出てきても、どれが我が家に適
しているのかがわからないのです。
　私と同じように悩む人はいくらでもいるの
でしょう。それを待ち受けるかのように、保
険ブローカーという商売の人たちがたくさん
いることがわかりました。ウェブサイトにあ
る「ヘルプが必要」というところをクリック
すると、たくさんの健康保険ブローカーの名
前と連絡先が出てきます。この中から誰かを

選んで、自分の状況を相談し、良いと思われ
る保険を絞り込んでもらうのです。ブローカ
ーが絞り込まれた各保険の違いを説明してく
れますので、こちらはそこから１つを選んで
加入します。彼らの知識と時間を使った料金
は、健康保険料の一部という形で徴収される
ようになっています。
　私も結局、ブローカーを雇いました。家族
の状況を説明すると、ブローカーは４つのプ
ランを選んで、それらの特徴の説明とともに
提示してきました。そのうちの１つを私が選
択し、ようやく加入手続きが済みました。
　ほぼ１年をかけた手続きを経て、今はオバ
マケアを利用した形で健康保険に入っていま
す。しかし、ことはこれでは終わりません。
実は健康保険の内容は、アメリカでは毎年改
定されるので、新たな加入手続きを毎年行わ
なければならないのです。今年の11月になれ
ば、再び加入手続きをしなければなりませ
ん。いつまでも、米国に住む限り健康保険は
頭が痛い問題なのです。
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